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本年４月１日から、16歳以上の自転車利用者が交通違反
をした場合、交通反則通告制度（いわゆる青切符）の対象
になります。
また、飲酒運転や「ながらスマホ」で交通の危険を
生じさせた場合などは、従来通り刑事手続きにより処罰
されます。
免許はなくてもドライバーの一人としてルールを守り、
責任のある運転をしましょう。

悪質な訪問業者に注意!!

悪質なリフォーム事犯
リフォーム業者などが突然訪
問して、「無料点検」を持ち
かけるなどして故意に瓦を壊
したりした上で、不要な工事
契約を結ぼうとします。

悪質な訪問購入事犯
不要品買取業者などが突然訪問
して、不要品の無料回収や買取
りを持ちかけ、貴金属やブラン
ド品などを安価で強引に買い取
ろうとします。

このような言動には注意してください!
無料で点検
屋根瓦が崩れそう
外壁が壊れそう

不要品を買い
取ります
貴金属も見せ
てください

他にも、業者に家族構成、自宅の間取りや資産状況
などを尋ねられ、ポロッと答えた内容が個人情報と
して犯罪グループに共有されるかもしれません。
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